
政策提案に対する検討結果について 

令和２年１２月１１日 

１．提案内容について 

名 称 桜のまち岩倉プロジェクト ～市民の花として「さくら」を～ 

受 付 日 令和２年１１月１８日 

署 名 人 数 １９人  

内 容 ①郷土の宝である「さくら」を大切に思う気持ちを醸成し、岩倉

市がさらに桜のまちとして発展することを願い、市民の花とし

て「さくら」を制定する。 

②市民の花に「さくら」が制定された折は、市制５０周年記念事

業として、桜を植樹する事業を行う。植樹先は公募により市内

事業所や一般市民の所有する敷地を対象とする。 

 

２．検討結果について 

結 果 採択 

理 由 ①四季折々の姿を見せる五条川の桜並木は、市民の心の拠り所と

なっており、桜のある風景は、本市及び市民の誇りであるといえ

ます。 

本市の桜は、市民や来訪者に愛でられていることに加え、多く

の市民がその保存や五条川沿いの環境美化に向けた活動に取り組

んでいることも特徴のひとつです。 

この度の「市民の～」という表現は、市民の総意として将来に渡

り「郷土の宝」を守り続けていく想いが込められているとともに、

「さくら」を「市民の花」として制定することは、市民にとって、

今にも増して郷土への愛着の醸成につながるものと考えます。 

なお、五条川の桜並木は、四季を通じて市民が集う憩いの場と

して親しまれており、「市民の木」としての趣きも色濃くあると思

われるため、美しい花が咲く木という意味のある「花木（かぼく）」

という言葉を用い、「市民の花木」としての制定を検討することと

します。 

 

②市内では、五条川の桜並木に留まらず至る所で桜を見ることが

できます。市民の花として「さくら」を制定した折に、市制５０周

年記念事業として植樹事業を実施することは、市民に、「さくら」

を郷土の宝として、より広く周知する機会になると考えます。 

なお、植樹の方法等については今後検討することとします。 

 


